
業
務
命
令
で
個
人

情
報
の
保
護
と
か
か

わ
り
の
な
い
個
人
の

パ
ソ
コ
ン
の
機
能
を

一
方
的
に
停
止
さ
せ

る
こ
と
は
過
剰
な
規

制
で
す
。

個
人
情
報
の
漏
洩

に
つ
い
て
は
社
会
的

問
題
で
あ
り
、
法
的

な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

規
制
が
強
化
さ
れ
て

き
て
い
ま
す
。
企
業

及
び
個
人
情
報
は
守

ら
れ
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
。

し
か
し
、
今
回
の

会
社
指
定
の
ツ
ー
ル

は
、
ど
の
よ
う
な
機

能
を
有
し
て
い
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
な
の
か
。

そ
の
機
能
の
す
べ
て

を
明
ら
か
に
し
て
い

ま
せ
ん
。
会
社
情
報
・

個
人
情
報
の
流
出
を

防
ぐ
こ
と
を
社
員
と

退
職
者
に
求
め
る
の

で
あ
れ
ば
個
人
所
有

の
パ
ソ
コ
ン
に
、
業

務
で
知
り
え
た
個
人

情
報
を
保
存
・
使
用

し
て
い
る
者
は
そ
の

禁
止
の
確
約
を
求
め

る
こ
と
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

今
回
の
会
社
提
案

は
、
個
人
パ
ソ
コ
ン

の
一
部
機
能
の
一
方

的
な
停
止
で
す
。
個

人
の
パ
ソ
コ
ン
に
イ

ン
ス
ト
ー
ル
し
た
プ

ロ
グ
ラ
ム
名
の
表
記
、

ア
ン
イ
ン
ス
ト
ー
ル

方
法
、
機
能
停
止
を

さ
れ
た
ソ
フ
ト
の
再

起
動
の
方
法
も
明
記

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
会
社
指
定

の
ツ
ー
ル
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
時
に
Ｐ
Ｃ
の

故
障
、
誤
っ
て
私
的

な
情
報
の
削
除
等
に

つ
い
て
の
責
任
・
補

償
も
明
ら
か
で
あ
り

ま
せ
ん
。

11
月
21
日
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ

内
４
労
組
（
通
信
労

組
、
電
通

労
組
、
東

京
労
組
Ｎ
関
労
分
会
、

Ｎ
関
労
）
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ

持
株
会
社

へ
抗
議
・

要
請
の
統
一
行
動
を

お
こ
な
い
ま
し
た
。

Ｎ
関
労
は
保
坂

貢
さ
ん
の
転
勤
要

請
を
し
ま
し
た
。

（
左
上
要

請
書
）

集
会
は
各
労
組
の

参
加
者
に
よ
る
リ

レ
ー
ト

ー
ク

で

始

ま
り
。

■
Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
難
病

の
家
族
の
介
護
が

で
き
る
よ
う
〝
介

護
休
業
法
〟
を
守

り
保
坂
さ
ん
を
介
護

と
仕
事
の
両
立
が
で

き
る
よ
う
に
転
勤
さ

せ
る
こ
と
。

■
頸
肩
腕
障
害
の
職

業
病
の
責
任
を
取
り
、

木
下
孝
子
さ
ん
の
不

当
解
雇
を
撤
回
し
職

場
に
戻
す
こ
と
。

■
嫌
が
ら
せ
長
距
離

通
勤
を
や
め
地
元
に

戻
せ
。
リ
ス
ト
ラ

退

職
・
再
雇
用
制
度
の

廃
止
等
々
訴
え
ま
し

た
。そ

の
後
、
全
労
連
・

東
京
地
評
争
議
団
支

援
の
仲
間
と
合
流
し
、

Ｎ
Ｔ
Ｔ
持
株
会
社

に
各
労
組
の
要
請
書

を
渡
し
要
請
行
動
を

終
了
し
ま
し
た
。
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要 請 書（要旨）

難病（脊髄小脳変性症）にり病した妻を抱える保坂
さんは、『育児・介護休業法』等の規定を遵守し、家
族の介護・育児条件を十分に保障していただけるよう
に、通勤時間が短くなる品川ツインズビルに転勤させ

てほしい（その後、品川周辺のＮＴＴ関連会社への出
向も含めての検討を依頼）と、貴社やＮＴＴ東本社に
事あるごとに要請してきました。

保坂本人は、2005年７月以降、ＮＴＴ東本社、神奈
川支店に「上申書」を提出（11回）し続けています。
貴社に対しても何度も要請に伺いました。

しかし、ＮＴＴ東本社は、「人員の配置については、
業務上の必要性等を勘案し、会社の責任により対処し

ているところであります」と、木で鼻をくくったよう
な回答です。

ＮＴＴの人事には「血も涙」もないのでしょうか。
ことはすでにもう「人事の問題から」「人権の問題に」

なっているにも関わらず、 なぜ、真摯な対応をして
いただけないのでしょうか、理解できません。ＮＴＴ

東本社は、法の定めを守らず、企業の社会的責任を放
棄ししていると考えざるを得ませていると考えざるを
得ません。

あらためて、保坂貢組合員の実状を訴えつつ、保坂
貢組合員の妻の介護のための時間を必要としており、

このため近くへの転勤できるよう要請します。

「
社
員
等
の
個
人
所
有
等
パ
ソ
コ
ン
の
自

己
点
検
・
自
主
点
検
に
つ
い
て
」
業
務
命

令
と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
。
そ
も
そ

も
、
会
社
の
個
人
情
報
を
な
ん
ら
か
の
媒

体
で
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
に
入
れ
る
こ
と
を

防
ぎ
切
れ
な
い
会
社
の
体
制
が
問
題
で
あ

り
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

12
月
５
日
、
都
内

で
東
京
、
千
葉
、
茨

城
支
部
の
女
性
が
集

ま
り
、
望
年
会
を
兼

ね
た
第
２
回
Ｎ
関
労

女
性
交
流
会
を
開
催

し
ま
し
た
。

交
流
会
に
は
新
し

く
組
合
に
加
入
し
た

Ｋ
さ
ん
の
紹
介
が
さ

れ
ま
し
た
。
Ｋ
さ
ん

は
小
さ
な
民
間
会
社

の
正
社
員
で
す
。

会
社
か
ら
「
60
歳

以
降
は
パ
ー
ト
で
採

用
す
る
が
、
年
休
は

認
め
な
い
」
と
言
わ

れ
、
地
域
ユ
ニ
オ
ン

で
パ
ー
ト
労
働
者
に

も
あ
る
有
給
休
暇
を

認
め
さ
せ
る
闘
い
を

し
て
い
ま
す
。

今
回
、
Ｎ
関
労
に

も
加
入
し
て
も
ら
い

ま
し
た
。
私
た
ち
大

企
業
で
は
気
づ
か
な

い
働
く
仲
間
の
労
働

条
件
、
闘
い
を
知
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

ま
た
、
家
庭
で
の

話
し
や
、
女
性
が
家

庭
と
仕
事
を
持
っ
て

働
き
続
け
る
大
切
さ

難
し
さ
も
交
流
で
き

ま
し
た
。



派
遣
労
働
者
を
契
約
期
間

中
に
雇
い
止
め
と
す
る
「
派

遣
切
り
」
が
社
会
問
題
化
す

る
中
、
東
京
・
日
比
谷
野
外

音
楽
堂
で
４
日
、
作
家
や
弁

護
士
、
労
働
組
合
な
ど
が
呼

び
か
け
た
「
派
遣
法
の
抜
本

改
正
を
め
ざ
す
12
・
４
日
比

谷
集
会
」
が
開
か
れ
た
。

「
派
遣
労
働
者
は
モ
ノ
じ
ゃ

な
い
」
「
寮
か
ら
追
い
出
さ

な
い
で
」
等
々
の
訴
え
が
あ

り
ま
し
た
。

政
府
・
与
党
は
11
月
４
日
に

労
働
者
派
遣
法
改
定
案
を
国
会

に
上
程
し
ま
し
た
。

こ
の
改
定
案
は
す
で
に
学
者
、

法
律
家
、
労
働
組
合
ら
か
ら
多

く
の
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。
「
日
雇
い
派
遣
」
禁
止

を
前
面

に
出
し

な
が
ら
、

全
面
禁

止
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
「
３
０
日
以
内

の
期
限
付
派
遣
を
原
則
禁
止
」

す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

広
範
な
例
外
業
務
を
認
め

て
日
雇
い
派
遣
を
公
認
す

る
一
方
、
日
替
わ
り
で
派

遣
先
が
変
わ
る
「
日
々
派

遣
」
は
許
さ
れ
、
安
全
対

策
や
労
働
条
件
は
お
ざ
な

り
に
な

る
状
況

を
放
置

し
て
い

ま
す
。

仕
事
が
あ
る
と
き
だ
け
雇
用

契
約
を
結
ぶ
「
登
録
型
」
派
遣

禁
止
、
マ
ー
ジ
ン
率
の
上
限
規

制
が
不
可
欠
で
す
。
「
偽
装
請

負
」
や
多
重
派
遣
な
ど
違
法
派

遣
が
起
き
た
場
合
の
派
遣
先
と

の
「
み
な
し
雇
用
」
も
法
制
化

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

雇
用
期
間
の
定
め
が
な
い

「
常
用
型
」
派
遣
に
つ
い
て
は
、

３
年
継
続
し
た
場
合
の
派
遣
先

に
よ
る
直
接
雇
用
申
出
義
務
の

免
除
と
、
事
前
面
接
の
解
禁
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
規

制
強
化
で
は
な
く
、
規
制
緩
和

で
す
。

派
遣
と
い
う
働
き
方
の
広
が

り
が
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
な
ど

「
貧
困
と
格
差
」
の
温
床
と
な
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。
「
人
間
使

い
捨
て
」
の
労
働
現
場
を
横
行

さ
せ
て
き
た
か
ら
で
す
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
内
で
働
く
パ
ー
ト

社
員
や
派
遣
契
約
社
員
も
同

じ
で
す
。
話
し
を
聞
く
と
、

「
結
局
、
毎
日
が
不
安
で
す
。

更
改
継
続
し
て
ほ
し
く
て
上

司
の
顔
色
を
見
て
し
ま
う
し
、

切
ら
れ
る
と
生
活
で
き
な
い

し
…
」
「
切
ら
れ
た
ら
明
日

か
ら
の
生
活
が
で
き
る
か
ど

う
か
」
「
ホ
ー
ム
レ
ス
の
姿

が
他
人
事
で
な
く
将
来
の
自

分
の
よ
う
な
気
が
す
る
時
が

あ
る
…
」
多
く
の
契
約
社
員

が
「
上
司
の
好
き
嫌
い
」

「
少
し
の
ミ
ス
で
」
使
い
捨

て
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
Ｎ
関

労
ニ
ュ
ー
ス
No
６
号
よ
り
）

企
業
内
の
い
じ
め
、
嫌
が

ら
せ
を
止
め
さ
せ
、
安
心
し

て
働
け
職
場
に
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

去
る
10
月
25
日
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西

日
本
の
子
会
社
で
、
回
線
の
保

守
な
ど
を
請
け
負
っ
て
い
る

「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
￤
中
国
」

（
広
島
市
）
が
、
職
員
の
残
業

代
を
支
払
っ
て
い
な
か
っ
た
と

し
て
広
島
中
央
労
働
基
準
監
督

署
か
ら
是
正
勧
告
を
受
け
、
不

払
い
分
約
３
億
７
７
０
０
万
円

を
支
給
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ

た
。

勤
務
表
上
の
勤
務
時
間

を
実
際
よ
り
短
く
付
け
て
い
た

も
の
。
ま
た
有
給
休
暇
取
得
中

に
勤
務
し
た
事
例
も
２
０
０
０

件
以
上
あ
っ
た
。

昨
年
５
月
の
労
基
署
の
立
ち

入
り
調
査
で
判
明
。
是
正
勧
告

を
受
け
た
Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
、
全
額
支

払
い
、
有
給
休
暇
も
再
取
得
さ

せ
た
と
い
う
。
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２
０
０
２
年
か
ら
毎
年
、
50
歳
を
迎
え
る
Ｎ
Ｔ
Ｔ

労
働
者
に
違
法
・
脱
法
の
「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
」
か
「
退
職
・

再
雇
用
」
を
迫
る
。
今
年
も
12
月
、
面
談
等
実
施

（
希
望
把
握
）
、
社
員
周
知
（
都
道
県
域
会
社
等
労

働
条
件
等
説
明
）
、
１
月
、
雇
用
形
態
選
択
通
知
書

の
提
出
と
行
わ
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
満
了
型
」
を
「
選
択
」
す
れ
ば
、

「
全
国
配
転
」
の
脅
し
を
か
け
、
「
退
職
・
再
雇
用
」

を
「
選
択
」
す
れ
ば
20
％
の
賃
金
カ
ッ
ト
と
な
る
。

こ
う
し
た
違
法
・
脱
法
行
為
は
、
廃
止
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
該
当
さ
れ
る
方
は
、
一
人
で
悩
ま
ず
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。
一
緒
に
悩
み
、
考
え
ま
す
。

１
日
の
労
働
時
間
７

時
間
30
分
、
時
給
１
３

０
０
円
で
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西

日
本
子
会
社
に
派
遣
さ

れ
て
い
る
労
働
者
が

「
来
年
１
月
か
ら
労
働

時
間
を
１
時
間
削
減
し
、

６
時
間
30
分
に
す
る
。

こ
れ
を
飲
ま
な
い
な
ら

雇
用
し
な
い
」
と
一
方

的
に
通
告
さ
れ
Ｎ
関
労

に
相
談
・
加
入
し
ま
し

た
。
月
20
万
数
程
度
の

収
入
が
３
万
円
近
く
減

収
と
な
る
と
い
う
。
賃

下
げ
、
雇
用
継
続
の
要

求
を
会
社
に
提
出
し

た
。労

働
契
約
法
で
は
、

契
約
途
中
で
の
有
期
雇

用
労
働
者
の
解
雇
制
限

（
第
17
条
）
を
し
て
い

る
が
、
こ
れ
を
無
視
し
、

恫
喝
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
不
法
・
不

当
な
実
態
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
。

Ｎ
関
労
は
、
09
春
闘

ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、

こ
う
し
た
実
態
を
把
握

し
、
問
題
点
を
明
ら
か

に
し
て
い
き
ま
す
。


